
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

「
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
の
公
布
に

伴
い
、
個
人
市
民
税
に
関
し

て
非
課
税
の
範
囲
の
見
直
し
、

医
療
費
控
除
の
特
例
の
延
長
、

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
整
理

す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
・
第
４
号
）

　

第
３
号
の
補
正
予
算
で
は
、

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
と
し
て
、
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
た

感
染
拡
大
防
止
対
策
、
市
民

生
活
へ
の
支
援
お
よ
び
、
新

し
い
生
活
様
式
を
踏
ま
え
た

感
染
機
会
削
減
の
取
り
組
み

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
と
し
て
、
国
の
補

助
制
度
を
活
用
し
た
保
育
所

等
の
感
染
防
止
対
策
、
子
育

て
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金
に
、

そ
の
他
世
帯
分
の
追
加

③
都
市
計
画
道
路
田
中
笠
窪

線
の
事
業
費
増
額
、
「
災
害

対
応
特
殊
水
槽
付
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
」
更
新
の
財
源
内

訳
の
変
更
、
全
国
自
治
宝
く

じ
の
収
益
金
を
財
源
と
す
る

助
成
金
を
活
用
し
た
地
域
活

動
の
支
援
等
な
ど
に
対
応
す

る
た
め
、
合
計
１
億
６
０
３

０
万
８
０
０
０
円
を
追
加
し

ま
し
た
。

　

第
４
号
の
補
正
予
算
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
で
影
響
を
受
け
て
い
る
、

生
活
保
護
に
準
じ
る
水
準
の

困
窮
世
帯
に
対
し
、
支
援
金

を
給
付
す
る
た
め
、
３
０
１

６
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
３
３
２
億
５
９
４
３
万

５
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

申
請
等
の
行
政
手
続
に
お

い
て
の
一
連
の
押
印
の
義
務

付
け
の
見
直
し
を
踏
ま
え
、

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の

改
正
に
準
じ
て
、
提
出
書
類

へ
の
押
印
の
求
め
を
廃
止
す

る
な
ど
の
整
理
を
行
う
必
要

が
生
じ
た
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
い
ま
し
た
。

物
件
供
給
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
（
災
害
対
応
特
殊
水
槽

付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
）

　

現
在
使
用
し
て
い
る
水
槽

付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
が
、

購
入
か
ら
16
年
経
過
す
る
こ

と
か
ら
「
伊
勢
原
市
消
防
車

両
更
新
基
準
」
に
基
づ
き
、

災
害
対
応
特
殊
水
槽
付
消
防

ポ
ン
プ
自
動
車
の
購
入
に
つ

い
て
、
７
３
３
２
万
６
０
０

０
円
で
契
約
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
納
入
期
限
は
令
和

４
年
３
月
31
日
で
す
。

不
動
産
の
譲
与
に
つ
い
て

（
旧
消
防
団
第
５
分
団
第
５

部
車
庫
）

　

消
防
団
第
５
分
団
第
５
部

の
消
防
団
車
庫
の
移
転
に
伴

い
、
旧
車
庫
に
つ
い
て
は
、

防
災
倉
庫
と
し
て
の
利
活
用

を
主
な
目
的
と
し
て
、
譲
与

申
請
が
あ
り
ま
し
た
下
落
合

自
治
会
へ
譲
与
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

６
月
定
例
会
で
は
、
「
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
や
「
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
な
ど
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ

た
６
件
の
議
案
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
は
、
賛
成

全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
陳
情
２
件
に
つ
い
て
は
、
１
件
を
採
択
、
１
件
を
不
採

択
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
採
択
さ
れ
た
陳
情
を
受
け
て
議
員
提
出
さ
れ
た
意
見
書

１
件
に
つ
い
て
の
議
案
は
、
賛
成
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
、
３
日
間
行
わ
れ
、
18
人
の
議
員
が
市
政
に
対
す
る
考
え
方
な
ど

に
つ
い
て
執
行
機
関
に
説
明
を
求
め
ま
し
た
。
（
２
面
・
３
面
に
一
般
質
問
）

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
伴
う
議
会
対
応
と
し
て
、
一

般
質
問
の
制
限
時
間
の
短
縮
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
（
下
段
参
照
）

NO.202　令和３年８月１日

発行：伊勢原市議会／編集：議会広報委員会

〒259-1188 伊勢原市田中348番地

　（0463）74-5085（直）／ FAX（0463）94-4738

https://www.city. isehara.kanagawa.jp/gikai/

6/7～6/29

６月定例会

　 　

１　一般質問の発言時間の制限について

　　１人当たりの持ち時間を45分（答弁

　　含む）以内としました。［従来は１

　　人当たり60分以内（答弁含む）］

２　会議出席者へのマスク着用発言

３　概ね１時間を目途に休憩、換気の実施

４　傍聴者への咳エチケット等のお願い

５　会議中の議場並びに傍聴者出入口の

　　開放

議会では、インターネットによるラ

イブ中継（生中継）と録画配信をし

ています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止、

また傍聴にお越しの方の健康と安全

を守るため、インターネット中継を、

積極的にご利用ください。

市
長
提
出
議
案
６
件
を

可
決

新型コロナウイルス感染拡大防止
に伴う議会の対応について

本会議インターネット
中継のご利用を

６月定例会実施内容

市議会の日程市議会の日程市議会の日程

９月定例会の開催予定

＊本会議は、午前９時30分から開始します。

８月30日（月）本会議（提案説明）

９月６日（月）本会議（議案審議）

　　８日（水）委員会（付託審査）

　　10日（金）委員会（付託審査）

　　14日（火）本会議（総括質疑）

　　16日（木）委員会（決算審査）

　　17日（金）委員会（決算審査）

　　21日（火）委員会（決算審査）

　　28日（火）本会議（一般質問）

　　29日（水）本会議（一般質問）

10月１日（金）本会議（一般質問）

　　５日（火）本会議

主
な
可
決
議
案

スマートフォン・

タブレットからも

視聴可能です。

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場の様子
①大型仮設テント内受付　②ワクチン接種会場　③接種後の経過観察

(行政センター体育館)

①

③②


